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◆令和８年度より、納税通知書・課税明細書の様式が大きく変わります◆ 
（法律の施行により市の税務システムを国の定める標準仕様に合わせるため） 

■ 固定資産税・都市計画税の概要 
 

 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 

どんな税金 

固定資産（土地・家屋・償却資産）の価格をも

とに算定された税額を固定資産の所在する市

町村に納める税金 

都市計画事業（下水道・公園・道路などの整備）

や土地区画整理事業の費用にあてるための目

的税 

納税義務者 令和８年１月１日現在の固定資産の所有者 
左記に同じ。ただし、一定の土地（山林・原野・

農振農用地）及び償却資産を除く 

税額の算出 課税標準額×１．４％ （０．０１４） 課税標準額×０．２％ （０．００２） 

免 税 制 度 

(免 税 点) 

同一の納税義務者で、諏訪市内に所有する固定資産税の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に

満たない場合には、課税されません 
 

土 地 ３０万円  家 屋 ２０万円  償却資産 １５０万円 
 

（例：土地５０万円、家屋１５万円 → 土地のみに課税され、家屋は課税されません） 

納 期 限 

(口座振替日) 

 

令和８年度 
第１期 ４月３０日（木） 第２期 ７月３１日（金） 

第３期 ９月３０日（水） 第４期 １１月３０日（月） 
   

   

  土地と家屋については、３年に一度、評価替え（評価額の見直し）が行われます。 [次回は令和９年度] 
 
 

■ 住宅用地に対する課税標準額の特例措置 
  

  住宅用地には、課税標準額（税額算出の基礎となる額）の軽減制度があります。 
 

    例：３００㎡の土地に一戸建住宅がある場合 
 

 

住宅用地の面積区分 課 税 標 準 額 

２００㎡以下の部分 

（小規模住宅用地） 

固定資産税：価格×１／６ 

都市計画税：価格×１／３ 

残りの１００㎡の部分 

（一般住宅用地） 

固定資産税：価格×１／３ 

都市計画税：価格×２／３ 

   

  ※特例の適用は家屋の床面積の１０倍までが上限です。 

※住宅を取り壊した場合や、建物の用途を店舗や事務所などに変更した場合は、その次の年の課税から特例適用外となります。また、 

諏訪市から「管理不全空家等」や「特定空家等」の勧告を受けている場合も、特例適用外となります。 

 

 

 

■ 家屋に対する固定資産税額の軽減措置 
 

  一定の要件を満たす新築家屋については、３年間（または５年間）、固定資産税を１／２とする軽減措置が設けら

れています。また、既存住宅の耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事を行った場合、固定資産税

額が一定期間減額される制度があります。 

 

 

 

小規模住宅用地 

２００㎡ 

１００㎡ 一般住宅用地 

 この特例措置の適用の有無については課税明細書をチェック  
 

 



 

■ 償却資産の申告について ～事業を営んでいる方へ～ 
 

  償却資産とは、製造や小売り、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用

いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。 

  償却資産の所有者は、毎年１月１日現在の償却資産について、所在する市町村に１月末日（土曜、日曜の場合は、

翌開庁日）までに申告する必要があり、土地・家屋と併せて固定資産税が課税されます。 

  なお、前年度「資産あり」と申告した方で、申告資産に増減がない場合や、初めて申告する方で「資産なし」の

場合も申告書の提出をお願いします。 
 

■ よくあるご質問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

こんなときは 

資産税係に届出 

■ 納税義務者が亡くなり、法務局へ相続登記が済んでいないとき 
 

■ 納税管理人を設定（変更・廃止）するとき 
 

■ 共有財産の代表者を設定（変更）するとき 
 

■ 転居などにより、納税通知書等の送付先を変更するとき 
 

■ 未登記家屋の所有者を変更するとき 
 

■ 家屋の全部又は一部を壊したとき 

 

詳しくは諏訪市ＨＰ 

「固定資産税・都市計画税」 

をご覧ください。 

 

 
 

  

 
 

     
 

      

       
 

    諏訪市役所 税務課 資産税係 

〒３９２－８５１１ 

長野県諏訪市高島一丁目２２番３０号 

ＴＥＬ ０２６６－５２－４１４１ 

（内線１３４・１３５・１３６） 

 Ｑ１ 令和７年１１月にＡ氏所有の土地をＢ氏に売り、令和８年２月にＢ氏を所有者とする所有権移転登記 

をした場合、令和８年度は誰に課税されますか？ 
 
 

    ⇒令和８年１月１日（賦課期日）現在、登記簿に所有者として登記されているＡ氏に課税されます。 

 Ｑ２ 令和７年１０月に住宅を取り壊したところ、令和８年度分の税額が高くなりました。なぜですか？  
 

 

    ⇒土地の上に住宅があれば「住宅用地に対する課税標準額の特例措置（前ページ参照）」により、該当土地の 

課税標準額が軽減されます。しかし、令和８年１月１日現在で住宅が取り壊されている場合は特例の対象外 

となるため、該当土地の課税標準額が通常の価格となり、結果として前年よりも税額が高くなります。 

 Ｑ３ 令和７年に法務局で全ての資産の所有権移転登記をしたのですが、所有者が変更されていない家屋が 

あるのはなぜですか？ 
 

 

    ⇒法務局で登記されていない家屋（未登記家屋）の可能性があります。 

未登記家屋の所有者変更は、税務課資産税係へ「未登記家屋の所有者変更届」を提出する必要があります。 

 Ｑ４ 令和８年１月末に取り壊した家屋が令和８年度も課税されていました。なぜですか？ 
 

 

    ⇒固定資産税は１月１日（賦課期日）現在に所在している固定資産を課税対象としています。したがって、 

     令和８年１月末に取り壊された家屋も１月１日には存在していたことから、令和８年度の課税対象となり 

     ます。 

令和８年度 固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産）納税通知書(見本)

（見本） 
※お問い合わせの際は、 

 納税通知書の通知書番号をお伝えください。 

Ｑ５ 税の支払いに口座振替（引き落とし）を利用してきたのですが、今回納付書が届きました。今年度は 

口座から引き落とされないのでしょうか？ 
 

 

    ⇒相続登記などにより、所有者や共有構成員が変更になった場合、これまでの口座は引き継がれません。 

納付書でお支払いいただくか、引き続き口座振替を利用される場合は、再度、申込手続をお願いします。 

 

固定資産税・都市計画税に関する問い合わせ先 


